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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本ガス石油機器工業会（JGKA）

から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経

て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 S 2075：2011 
 

家庭用ガス・石油温水機器のモード効率測定法 
Measurement method of efficiency for  

domestic gas and oil water heater under standard usage mode 
 

序文 

液化石油ガス 1)，都市ガス 2)（以下，ガスという。）又は石油 3)
 を燃料とする家庭用温水機器の熱効率測

定法は，機器の定格出力時における定常熱効率で規定している。これは，ふろの湯はり，シャワーなどの

ように比較的長時間使用する用途においては適正に評価できているが，台所，洗面などの短時間使用行為

については必ずしも評価できているとはいえない。一般家庭における湯の使用実態を調査すると，長時間

使用行為の回数よりはむしろ短時間使用行為の回数の方が多いことから，実使用状態を反映した効率の測

定法が必要である。 

この規格は，短時間使用行為，長時間使用行為などの頻度について使用実態を反映した標準使用モード

を用いて温水機器の効率を測定する方法についてまとめたものである。 

注 1) 液化石油ガスとは，液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42 年法律

第 149 号）に基づく施行規則（平成 9 年通商産業省令第 11 号）の“液化石油ガスの規格”に掲

げるガスをいう。 
2) 都市ガスとは，ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）に基づくガス用品の技術上の基準等に関

する省令（平成 8 年通商産業省令第 42 号）に掲げるガスグループのガスをいう。 
3) 石油とは，JIS K 2203 に規定する 1 号灯油をいう。 

 

1 適用範囲 

この規格は，ガス又は石油を燃料とする，主として一般家庭用の温水機器 4)
 の標準使用モードを用いた

効率（以下，モード効率という。）の測定法について規定する。 

ガスを燃料とする温水機器の給湯部は，瞬間形，石油を燃料とする温水機器の給湯部は，瞬間形 5)
 又は

貯湯式 6)
 のものとする。 

なお，本来温水設備システムに含まれる配管については，この規格の適用から除外する。 

注 4) ガス給湯付ふろがま，ガス瞬間湯沸器，ガスふろがま，石油小形給湯機，石油給湯機付ふろが

ま，油だき温水ボイラ及び石油ふろがまのモード策定は，ふろ，給湯部だけとする。 
5) 瞬間形とは，熱交換部が管式のもので，JIS S 3031 に規定する加熱速度の測定方法によって測

定した時間（以下，加熱時間という。）が 45 秒以内のものをいう。 
6) 貯湯式とは，熱交換部が缶（ドラム）式のもので，石油小形給湯機は，熱交換器容量が 30 L 以

下のものであり，かつ，加熱時間が 200 秒以内のもの，石油給湯機付ふろがまは，熱交換器容

量が 50 L 以下のものであり，かつ，加熱時間が 300 秒以内のものをいう。 

 


